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ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

五
七　
（

序
　

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ

ヒ
ル Zayn al-D

īn A
bū Bakr ibn M

u ḥam
m

ad ibn M
uzhir 

al-Q
āhirī al-D

im
ashqī al-A

n ṣārī al-Shāfiʻī
（
八
三
一
～
八
九

三
／
一
四
二
八
～
一
四
八
八
年
）
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
ー
ズ
ィ

ル
・
ア
ル
＝
イ
ス
タ
ブ
ル
（
ス
ル
タ
ー
ン
厩
舎
監
督
官 nā ẓir al-

is ṭabl

）、
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル
＝
ジ
ャ
イ
シ
ュ
（
軍
務
庁
長
官 

nā ẓir al-jaysh

）
な
ど
の
国
家
の
要
職
を
歴
任
し
、
カ
ー
テ
ィ

ブ
・
ア
ッ
＝
ス
ィ
ッ
ル
（
文
書
庁
長
官 kātib al-sirr

）
に
登
用

さ
れ
た
後
は
二
六
年
間
と
い
う
類
例
の
な
い
期
間
に
わ
た
り
同
職

を
保
持
し
た
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
最
有
力
文
民
官
僚
の
一
人

で
あ（
る
）
1

。

　

大
部
な
名
士
伝
記
集
『
九
世
紀
の
人
々
の
輝
く
光 al-Ḍ

aw
ʼ al-

Lām
iʻ liʼl-A

hl al-Q
arn al-T

āsiʻ

』
の
著
者
と
し
て
名
高
い
歴
史

学
者
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー Sham

s al-D
īn M

u ḥam
m

ad al-Sakhāw
ī

（
八
三
〇
～
九
〇
二
／
一
四
二
七
～
一
四
九
七
年
）
の
『
カ
ー
デ

ィ
ー
列
伝
続
編 al-D

hayl ʻalā R
afʻ al-Iṣ r aw

 Bughyat al-ʻU
-

lam
āʼ w

aʼl-R
uw

āh

』
は
、
こ
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
に

関
す
る
最
も
重
要
な
叙
述
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
サ
ハ
ー
ウ

ィ
ー
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
メ
ッ
カ
・
メ
デ
ィ
ナ
巡
礼

に
帯
同
し
た
ほ
か
（
八
七
一
／
一
四
六
七（
年
）
2

）、
メ
デ
ィ
ナ
に
ザ

イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
創
建
し
た
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院 

al-M
adrasa al-M

uzhiriyya

（
八
九
三
年
シ
ャ
ウ
ワ
ー
ル
月
／

一
四
八
八
年
九
―
一
〇
月
頃
完
成
）
に
滞
在
歴
を
有
し
（
九
〇

二
／
一
四
九
六
―
九
七
年（
頃
）
3

）、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の

手
掛
け
た
学
術
振
興
事
業
に
お
け
る
受
益
者
の
一
人
で
あ
っ（
た
）
4

。

『
カ
ー
デ
ィ
ー
列
伝
続
編
』
に
お
い
て
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ

五
七

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

─
─
奇
跡
譚
に
み
え
る
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
人
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
─
─

太
田（
塚
田
）絵
里
奈



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

五
八　
（

ィ
ー
ン
の
系
譜
・
経
歴
の
み
な
ら
ず
、
域
内
諸
都
市
で
手
掛
け
た

寄
進
と
善
行
、
三
度
に
わ
た
る
巡
礼
行
、
さ
ら
に
は
両
者
の
長
期

に
わ
た
る
学
的
交
流
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
物
像
が
詳
述
さ
れ
て
お

り
、
量
・
質
と
も
に
他
の
同
時
代
史
料
を
圧
倒
す
る
情
報
が
得
ら

れ（
る
）
5

。

　

な
か
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
を
め
ぐ
る
「
夢
（ruʼyā

））
（
（

」
を
見
た
と
い
う
ウ
ラ
マ
ー
に

関
す
る
記
述
で
あ
る
。
前
近
代
ア
ラ
ブ
社
会
に
お
い
て
は
、
可
視

的
領
域
と
不
可
視
的
領
域
と
い
う
二
元
的
世
界
観
が
共
有
さ
れ
て

お
り
、
夢
は
不
可
視
的
世
界
と
邂
逅
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
で

あ
っ
た
。
夢
や
幻
視
は
唯
一
神
の
意
思
を
反
映
し
て
い
る
と
理
解

さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
個
人
の
体
験
を
超
え
、
社
会
で

広
く
共
有
さ
れ
る
べ
き
情
報
と
し
て
、
年
代
記
等
に
も
頻
繁
に
記

録
さ
れ
て
い（
る
）
7

。

　

こ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
的
文
脈
に
お
け
る
夢
は
、
通
常
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
も
し
く
は
す
で
に
他
界
し
た
人
物
が
出
現
す
る
こ

と
に
よ
り
権
威
を
付
与
さ
れ（
た
）
8

。
夢
の
発
現
時
に
存
命
で
あ
り
、

か
つ
超
自
然
的
能
力
で
知
ら
れ
る
聖
者
や
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
へ
の

貢
献
が
認
知
さ
れ
た
ウ
ラ
マ
ー
で
は
な
い
人
物
に
こ
の
よ
う
な

「
奇
跡
譚
」
が
伝
わ
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
稀
と
思
わ
れ
る
。
本

稿
で
は
、
一
五
世
紀
末
に
活
躍
し
た
一
人
の
文
民
官
僚
に
ま
つ
わ

る
「
夢
」
の
記
述
と
そ
の
解
釈
に
着
目
す
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
と
そ
の
奇
跡
譚
に
登
場
す
る
ウ
ラ
マ
ー
と
の
関
係
を
精

査
し
、
当
該
時
代
の
有
力
官
僚
が
有
し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

一
端
を
復
元
す
る
。
そ
し
て
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
ウ
ラ

マ
ー
に
対
す
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
が
、
彼
に
関
す
る
史
料
記
述
に
与

え
た
可
能
性
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
官
僚
研

究
に
お
け
る
新
た
な
視
座
を
提
示
し
た
い
。

一
．
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
を
め
ぐ
る
「
夢
」
の
一
致

　
『
カ
ー
デ
ィ
ー
列
伝
続
編
』
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
伝

に
お
い
て
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
、「
時
を
同
じ
く
し
て
生
じ
た
素

晴
ら
し
い
事
件
」
と
し
て
、
自
ら
の
見
た
夢
に
つ
い
て
詳
述
し
て

い（
る
）
9

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
の
ほ
か
、
三
人
の
大

カ
ー
デ
ィ
ー
が
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
を
め
ぐ
り
、
同
じ
内

容
の
夢
を
見
た
と
い
う
。
時
期
に
関
し
て
は
「
彼
の
体
調
が
悪
化

し
た
直
後
」
と
あ
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
健
康
状
態

の
悪
化
が
史
料
上
確
認
さ
れ
る
の
は
八
八
二
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア

ル
＝
ア
ウ
ワ
ル
月
／
一
四
七
七
年
六
―
七
月
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ

ア
視
察
時
が
最
初
で
あ
る（
が
）
10

、
夢
を
見
た
ウ
ラ
マ
ー
の
一
人
で
あ

る
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ハ
ン
バ
リ
ー ʻIzz al-

D
īn A

ḥm
ad al-ʻA

sqalānī al- Ḥanbalī

（
八
七
六
／
一
四
七
一

五
八



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

五
九　
（
五
九

年
歿
）
の
手
記
に
よ
れ
ば
、
八
七
五
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
の
末
／

一
四
七
一
年
二
月
頃
と
い
う
。

　

以
下
に
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
が
見
た
夢
の
内
容
を
引
用
す
る
。

［
夢
の
中
で
］
私
（
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
）
は
海
の
中
心
に
据
え

ら
れ
た
、
い
と
高
く
、
美
し
い
玉
座
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
荒
波
の
中
、
い
か
に
し
て
そ
の
脚
が
固
く
据
え

ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
高
み
に
達
す
る
こ

と
が
出
来
る
の
は
誰
な
の
か
と
不
思
議
に
思
い
、
目
が
覚
め

た
。
そ
れ
か
ら
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
ル
＝
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー al-Badrī ibn 

al-Bulqīnī

、
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
・
ア
ル
＝
イ
ッ
ズ
ィ
ー
・
ア
ル
＝
ハ
ン
バ
リ
ー al-Badrī 

al-ʻIzzī al- Ḥanbalī

の
両
名
も
ま
た
、
こ
の
日
の
前
日
、
こ

の
夢
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
彼
（
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
）
に
語
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
私
と
両
名
は
集
ま

り
、
各
々
か
ら
そ
の
内
容
を
聞
い
た
。
こ
れ
は
珍
し
く
、
奇

妙
な
こ
と
で
あ
っ（
た
）
11

。

　

こ
の
直
後
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
、
ハ
ン
バ
ル
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー

の
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
自
ら
が
記
し
た
と
い
う
、
ザ
イ

ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
を
め
ぐ
る
夢
の
記
述
を
続
け
て
い
る
。
以

下
は
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
が
引
用
す
る
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の

手
記
で
あ
る
。

私
（
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
）
は
、（
八
）
七
五
年
シ

ャ
ア
バ
ー
ン
月
の
末
、
フ
ァ
ジ
ュ
ル
の
刻
（
早
朝
）
に
、
見

知
ら
ぬ
運
河
の
ほ
と
り
に
い
た
。
そ
の
水
位
は
非
常
に
高
く
、

家
に
居
な
が
ら
に
し
て
手
で
す
く
っ
て
飲
め
る
ほ
ど
で
あ
り
、

人
々
は
［
豊
富
な
水
量
を
］
大
い
に
喜
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
私

は
家
を
出
て
、
少
し
歩
く
と
、
木
々
の
茂
っ
た
広
大
な
館
に

向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
門
を
見
つ
け
た
。
そ
の
中
央
に
は

居
間
（dīw

ān

）
が
あ
り
、［
そ
の
噴
水
の
水
は
］
運
河
へ

と
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
い
た
の
は
、

高
貴
な
る
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ
＝
ス
ィ
ッ
ル
の
ザ
イ
ン
・
ア

ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
閣
下 al-M

aqarr al-A
shraf 

al-Zaynī M
uzhir

で
あ
っ
た
。
彼
が
い
る
こ
と
で
、
世
の

中
は
輝
く
光
に
満
ち
て
い
た
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
場
所
が
彼

の
発
す
る
芳
し
い
言
葉
の
香
り
で
包
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
息

子
と
と
も
に
そ
の
場
（
居
間
）
に
着
座
し
て
い
た
。
私
は
挨

拶
の
た
め
に
中
に
入
る
こ
と
を
躊
躇
し
、
門
の
と
こ
ろ
に
立

ち
す
く
ん
だ
。
そ
し
て
許
可
な
く
立
ち
入
る
こ
と
は
あ
ま
り



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

六
〇　
（

に
も
不
躾
で
は
な
い
か
と
畏
れ
た
。
そ
こ
で
戻
り
、
自
分
自

身
に
言
っ
た
。「
彼
ら
の
た
め
、
私
の
代
わ
り
と
な
る
［
訪

問
の
証
拠
と
な
る
よ
う
な
］
二
連
の
詩
を
記
そ
う
」
と
。
何

を
記
す
べ
き
か
懊
悩
し
た
末
、
ふ
と
突
然
［
以
下
の
詩
が
］

頭
に
浮
か
ん
だ
。

神
が
あ
な
た
に
長
寿
を
お
与
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に

あ
な
た
が
望
む
ま
ま
に
、
常
に
愉
し
み
に
満
ち
た
も
の
と
な

り
ま
す
よ
う
に

そ
れ
か
ら
ま
た
思
案
し
た
も
の
の
、
今
度
は
難
儀
し
た
。
そ

こ
で
目
が
覚
め
、
作
っ
た
二
つ
目
の
詩
が
以
下
で
あ
る
。

誰
も
比
肩
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

そ
の
手
で
恩
恵
と
導
き
を
与
え
る
唯
一
の
存
在

誰
一
人
と
し
て
彼
に
例
え
ら
れ
る
者
は
い
な（
い
）
12

　

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
こ
の
手
稿
を
読
ん
だ
後
、
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
本
人
か
ら
同
様
の
内
容
を
聞
い
た
と
い（
う
）
13

。
そ
し
て
さ

ら
に
、「
同
様
に
、
こ
の
伝
記
の
主
人
公
に
関
す
る
イ
ッ
ズ
・
ア

ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
言
葉
は
ワ
リ
ー
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝

ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー al-W

alaw
ī al-A

syū ṭī

に
先
ん
じ
た
」、
す
な

わ
ち
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー 

W
alī al-D

īn A
ḥm

ad ibn A
ḥm

ad al-A
syū ṭī

（
八
一
三
～
八

九
一
／
一
四
一
〇
～
一
四
八
六
年
）
も
同
様
の
夢
を
見
た
と
続
け

て
い（
る
）
14

。

　

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
の
夢
に
お
け
る
「
荒
波
」
と
は
、
財
政
難
と
外

圧
に
苦
し
む
王
朝
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
指

導
者
た
り
得
る
人
物
は
誰
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
、
ブ
ル

キ
ー
ニ
ー
、
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
、
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
の

三
人
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
が
等
し
い
答
え
を
与
え
て
い
る
。
四
名
の

夢
の
一
致
と
い
う
奇
跡
譚
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
こ
そ
が
困
難
な
時
代
に
お
い
て
人
々
に
恩
恵
を

与
え
得
る
と
い
う
、
彼
の
指
導
性
を
称
揚
す
る
記
事
と
し
て
理
解

さ
れ
よ
う
。
こ
の
夢
の
一
致
が
生
じ
た
時
期
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
は
病
床
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
病
自
体
が
「
彼
が

い
か
に
偉
大
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」、
す
な
わ
ち

彼
の
信
仰
を
試
す
神
の
恩
寵
で
あ
っ
た
と
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
理
解

す（
る
）
15

。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
神
の
試
練
を
受
け
る
な
か

で
生
じ
た
奇
跡
に
関
す
る
記
述
は
、「
人
々
に
恩
恵
と
導
き
を
与

え
る
唯
一
の
存
在
」
と
い
う
物
語
の
結
末
が
、
神
に
由
来
す
る
真

理
で
あ
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
〇



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

六
一　
（

二
．「
奇
跡
譚
」
を
構
成
す
る
ウ
ラ
マ
ー
と
の
関
係

　

こ
の
よ
う
な
「
よ
き
夢
」
は
敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
に
与
え
ら
れ
る

神
の
恩
寵
と
し
て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
適
用
・
遵
守
す
べ
き
助

言
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ（
た
）
16

。
そ
れ
で
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
を
王
朝
の
指
導
者
と
結
論
づ
け
る
「
助
言
」
を
構
成
す

る
ウ
ラ
マ
ー
の
顔
ぶ
れ
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
学
術
振
興
事
業
に
お
け
る
直
接
的

な
受
益
者
で
あ
っ
た
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
の

三
人
に
対
し
て
も
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
少
な
か
ら
ず
影

響
力
を
行
使
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、

各
々
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
と
の
関
係
を
整
理
し
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
（【
付
表
：「
夢
」
発
現
前
後
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職

就
任
者
】）。

　

バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー Badr al-

D
īn A

bū al-Saʻādāt M
u ḥam

m
ad ibn al-Bulqīnī

（
八
九
〇
／

一
四
八
五
年
歿
）
に
と
っ
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
義

父
ア
ラ
ム
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー ʻA

lam
 

al-D
īn Ṣāli ḥ al-Bulqīnī

（
七
九
一
～
八
六
八
／
一
三
八
九
～
一

四
六
四
年
）
は
大
叔
父
に
あ
た
る
（【
系
図
：
ム
ズ
ヒ
ル
家
・
ブ

ル
キ
ー
ニ
ー
家
】）。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
実
母
ハ
デ

ィ
ー
ジ
ャ K
hadīja ibna A

m
īr Ḥājj ibn al-Baysarī

（
八
七

八
／
一
四
七
四
年（
歿
）
17

）
は
、
夫
で
あ
る
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン Badr al-D
īn M

u ḥam
m

ad ibn M
uzhir

（
七
八
六
～
八
三

二
／
一
三
八
四
―
八
五
～
一
四
二
九
年
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
の
父
、
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
二
世
）
の
死
後
、
シ

ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
最
有
力
法
学
者
で
あ
っ
た
ア
ラ
ム
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
と
再
婚
し（
た
）
18

。
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ー
ナ
ー

ル
期
（
一
四
五
三
～
一
四
六
一
年
）
に
ア
ラ
ム
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
が
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
に
と
ど
ま
り
得

た
要
因
の
一
つ
は
、
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
が
イ
ー
ナ
ー
ル
の
正
妻

（khāw
and al-kubrā

）
ザ
イ
ナ
ブ Zaynab ibna Ḥasan ibn 

K
hā ṣṣ Bak

（
八
八
四
／
一
四
七
九
―
八
〇
年
歿
）
に
重
用
さ
れ

た
た
め
で
あ
っ（
た
）
19

。
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
は
生
涯
に
お
い
て
七
度
シ

ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
て
い
る
が
、
六
度
目

の
就
任
期
間
（
八
五
七
年
サ
フ
ァ
ル
月
～
八
六
五
年
シ
ャ
ウ
ワ
ー

ル
月
／
一
四
五
三
年
三
月
～
一
四
六
一
年
七
月
）
は
イ
ー
ナ
ー
ル

の
在
位
期
間
と
ほ
ぼ
一
致
す（
る
）
20

。

　

父
タ
ー
ジ
ュ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ンT

āj al-D
īn M

u ḥam
m

ad
（
七
八
七
～
八
五
五
／
一
三
八
五
～
一
四
五
一
年
）
の
死
後
、
バ

ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
大
叔
父
の
庇
護
の
も
と
法
学
教
育
を

受
け
つ
つ
、
そ
の
ナ
ー
イ
ブ
を
務
め
た
。
ま
た
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝

六
一



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

六
二　
（
六
二

【
付
表
：
「
夢
」
発
現
前
後
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
就
任
者
】

バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

・
ア
ル
＝
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー

B
adral-D

īn
A
bū

al-SaʻādātM
uḥam

m
ad

ibn 
al-Bulqīnī

871／
1466年

ス
ィ
ラ
ー
ジ
ュ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

・
イ
ブ
ン
・
フ
ラ
イ
ズ

Sirājal-D
īn
ʻU

m
aribn Ḥ

urayz
873～

877／
1469～

1472年

シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派

マ
ー
リ
ク
派

ハ
ン
バ
ル
派

ワ
リ
ー
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

・
ア
ル
＝
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー

W
alīal-D

īn
A
ḥm

ad
ibn A

ḥm
ad

al-A
syūṭī

871～
886／

1466～
1481年

ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

・
ア
ッ
＝
ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー

Burhān
al-D

īn
Ibrāhīm

al-Laqqānī
877～

886／
1472～

1481年

イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

・
ア
ル
＝
ハ
ン
バ
リ
ー

ʻIzz
al-D

īn
A
ḥm

ad
al-ʻA

sqalānīal-Ḥ
anbalī

857～
876／

1453～
1471年

バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

・
ア
ッ
＝
サ
ア
デ
ィ
ー

B
adral-D

īn
M
uḥam

m
ad

al-Saʻdī
876～

902／
1472～

1497年

※
「
夢
」
に
言
及
さ
れ
る
人
物
は
点
線
で
囲
っ
た
。

年
代
は
在
職
期
間
を
示
す
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
に
よ
る
人
事
介
入

（
876年

ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル
＝
ウ
ー
ラ
ー
月
／

1471年
10-11月

）

イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ガ
リ
ー
ブ
の
遺
産
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー
を
擁
護

（
886年

ラ
ジ
ャ
ブ
月
／

1481年
8-9月

）

イ
ブ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ン
・
モ
ス
ク
改
修
に
際
し
、

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
を
擁
護

（
875年

ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ
＝
サ
ー
ニ
ー
月
／

1470年
9月

）875年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
末
／

1471年
2月

頃
：
「
夢
」
の
発
現

ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー
に
「
不
信
仰
」
を
宣
告
さ
れ
た
ビ
カ
ー
イ
ー
を

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
助
命

（
877年

ズ
ー
･ア

ル
＝
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
／

1473年
4-5月

）

ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
任
命
ま
で
の
間
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が

シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
を
代
行

（
871年

ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル
＝
ウ
ー
ラ
ー
月
中
旬
／

1466年
12月

）

【
付

表
：「

夢
」

発
現

前
後

の
大

カ
ー

デ
ィ

ー
職

就
任

者
】



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

六
三　
（
六
三

【
系
図
：
ム
ズ
ヒ
ル
家
・
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
】

ア
ミ
ー
ル
・
ハ
ー
ッ
ジ
ュ

・
イ
ブ
ン
・
ア
ル
＝
バ
イ
サ
リ
ー

A
m
īrḤ

ājjibn al-Baysarī

ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ

K
hadīja

878／
1474年

歿

バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

ム
ハ
ン
マ
ド

B
adral-D

īn M
uḥam

m
ad

（
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
二
世
）

786～
832／

1384-85～
1429年

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル

Zayn al-D
īn A

bū
B

akr
831～

893／
1428～

1488年

ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン

Jalāl al-D
īn

ʻA
bd

al-Raḥm
ān

763～
824／

1362～
1421年

ア
ラ
ム
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

サ
ー
リ
フ

ʻA
lam

al-D
īn
Ṣāliḥ

791～
868／

1389～
1464年

タ
ー
ジ
ュ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

ム
ハ
ン
マ
ド

Tājal-D
īn
M
uḥam

m
ad

787～
855／

1385～
1451年

ア
リ
フ

A
lif

カ
リ
フ

ム
ス
タ
ン
ジ
ド
・

ビ
ッ
ラ
ー

al-M
ustanjid

Billāh
在
位

859～
884／

1455～
1479年

バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

ム
ハ
ン
マ
ド

B
adral-D

īn
A
bū

al-Saʻādāt
M
uḥam

m
ad

890／
1485年

歿

ス
ィ
ッ
ト

・
ア
ル
＝
フ
ラ
フ
ァ
ー

Sittal-K
hulafāʼ

892／
1487年

歿

※
両
家
の
通
婚
に
関
わ
る
人
物
の
み
抜
粋
。

婚
姻
関
係
は
二
重
線
、
女
性
は
下
線
で
示
し
た
。

ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家

al-Bulqīnī

ム
ズ
ヒ
ル
家

M
uzhir

（
「
夢
」
を
構
成
）

【
系

図
：

ム
ズ

ヒ
ル

家
・

ブ
ル

キ
ー

ニ
ー

家
】



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

六
四　
（

デ
ィ
ー
ン
は
ア
ラ
ム
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
娘
ア
リ
フ A

lif

と

結
婚
し（
た
）
21

。
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
の
サ
イ
ー
ド
・
ア
ッ
＝

ス
ア
ダ
ー
修
道
場
に
お
け
る
管
財
人
（nā ẓir khānqāh Saʻīd 

al-Suʻadāʼ
）
職
の
獲
得
で
あ
る
。
同
職
に
は
、
八
六
三
年
ラ
ジ

ャ
ブ
月
／
一
四
五
九
年
五
月
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
就

任
し
て
い
た
が
、
そ
の
翌
年
（
八
六
四
年
ズ
ー
・
ア
ル
＝
カ
ア
ダ

月
／
一
四
六
〇
年
九
月
）、
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
約
五

〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
賄
賂
（badhl

）
で
手
に
入
れ
た
と
い（
う
）
22

。

同
職
に
対
す
る
実
質
的
な
任
免
権
を
行
使
し
た
ア
ラ
ム
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
が
、
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
双
方
の
姻
戚
か
つ
後
見
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

　

八
七
一
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
／
一
四
六
六
年
八
月
、
バ
ド
ル
・
ア

ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
七
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
で
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー

派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
を
手
に
し
た（
が
）
23

、
八
七
一
年
ジ
ュ
マ
ー

ダ
ー
・
ア
ル
＝
ウ
ー
ラ
ー
月
中
旬
／
一
四
六
六
年
一
二
月
、
経
験

不
足
と
素
行
の
悪
さ
を
理
由
に
、
わ
ず
か
四
カ
月
で
解
任
さ
れ（
た
）
24

。

彼
に
代
わ
っ
て
ワ
リ
ー
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ア
ス
ユ
ー

テ
ィ
ー
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
が
臨
時
に
カ
ー
デ
ィ
ー
と
し
て
裁
定
を
下
し
、
法
に
関
す
る
意

見
書
（m

akātīb

）
を
提
出
し（
た
）
25

。
マ
ラ
テ
ィ
ー ʻA

bd al-Bāsi ṭ 

al-M
ala ṭī

（
八
四
四
～
九
一
〇
／
一
四
四
〇
～
一
五
一
四
年
）
に

よ
れ
ば
、
こ
の
際
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
空
席
と
な
っ

た
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
候
補
者
と
し
て
名
を
挙

げ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
当
時
の
ス
ル
タ
ー
ン
・
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム

（
在
位
一
四
六
一
～
一
四
六
七
年
）
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
自
身
を
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
す
る
の
で
は
な
く
、
大

カ
ー
デ
ィ
ー
た
ち
に
対
す
る
発
言
権
を
彼
に
委
ね
た
と
い（
う
）
26

。

　

以
後
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
、
各
法
学
派
の
大
カ
ー
デ

ィ
ー
に
対
し
、
任
免
を
含
む
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
「
夢
」
の
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
ワ
リ
ー
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
の
関
係
に
お
い
て
も
示
さ

れ
て
い
る
。
八
七
五
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ
＝
サ
ー
ニ
ー
月
／
一
四

七
〇
年
九
月
、
月
例
の
会
議
で
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
（
在
位
一
四

六
八
～
一
四
九
六
年
）
は
イ
ブ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ン
・
モ
ス
ク
の

キ
ブ
ラ
が
南
に
大
き
く
逸
れ
て
い
る
問
題
に
言
及
し
た
。
本
来
こ

の
事
案
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
で
あ
る
ア
ス
ユ
ー

テ
ィ
ー
の
管
轄
に
あ
っ
た
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
に
発
言
を
求
め
た
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
、

大
カ
ー
デ
ィ
ー
は
す
で
に
こ
の
問
題
を
認
識
し
て
お
り
、
ミ
フ

ラ
ー
ブ
を
改
め
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
然
る
べ
き
方
角
に
正
す

予
定
で
あ
る
と
発
言
し
た
こ
と
で
、
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
は
譴
責
を

六
四



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

六
五　
（

免
れ（
た
）
27

。
ま
た
八
八
六
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
／
一
四
八
一
年
八
―
九
月
、

イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ガ
リ
ー
ブ Sharaf al-D

īn M
ūsā ibn 

Y
ūsuf ibn K

ātib Gharīb

（
八
三
三
～
八
八
二
／
一
四
二
九
―

三
〇
～
一
四
七
七
年
）
の
遺
産
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
カ
ー

イ
ト
バ
ー
イ
は
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
マ
ー
リ
ク
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー

の
ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー Burhān al-D

īn Ibrāhīm
 ibn M

u ḥam
m

ad 
al-Laqqānī

（
八
九
六
／
一
四
九
〇
年
歿
）
に
遅
滞
し
て
い
る
理

由
を
問
い
た
だ
し
た
が
、
こ
の
際
も
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン

は
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
ら
を
擁
護
す
る
発
言
を
し
た
と
い（
う
）
28

。
夢
の

一
致
が
生
じ
た
と
い
う
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
七
五
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月

は
、
ま
さ
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
イ
ブ
ン
・
ト
ゥ
ー

ル
ー
ン
・
モ
ス
ク
の
ミ
フ
ラ
ー
ブ
改
修
に
つ
い
て
ア
ス
ユ
ー
テ

ィ
ー
を
擁
護
し
た
直
後
で
あ
る
。

　

夢
の
記
録
を
残
し
た
と
い
う
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
、

約
二
〇
年
に
わ
た
り
ハ
ン
バ
ル
派
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
に
あ

っ
た
。
彼
と
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
明
確
な
接
点
は
史
料

か
ら
は
辿
れ
な
い
が
、
こ
の
夢
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ザ
イ
ン
・
ア

ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
ハ
ン
バ
ル
派
の
人
事
に
お
い
て
決
定
的
な
影
響

力
を
行
使
し
た
こ
と
は
史
料
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

八
七
六
／
一
四
七
一
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル
＝
ウ
ー
ラ
ー

月
／
一
四
七
一
年
一
〇
―
一
一
月
、
イ
ッ
ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
・
ア
ル
＝
ハ
ン
バ
リ
ー
が
約
八
〇
歳
で
歿
す
る
と
、
カ
ー
イ
ト

バ
ー
イ
は
ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
フ
リ

フ Burhān al-D
īn Ibrāhīm

 ibn M
ufli ḥ

（
八
一
五
～
八
八
四
／

一
四
一
二
―
一
三
～
一
四
七
九
年
）
を
任
命
す
る
た
め
、
ダ
マ
ス

ク
ス
に
使
者
を
送
っ
た
が
、
闘
病
を
理
由
に
受
諾
で
き
な
い
と
の

返
答
が
あ
っ（
た
）
29

。
そ
こ
で
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
イ
ッ

ズ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
・
ア
ッ
＝
サ
ア
デ
ィ
ー Badr al-D

īn M
u ḥam

m
ad al-

Saʻdī

（
九
〇
六
／
一
四
九
七
年
歿
）
を
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
職
に

就
任
さ
せ
る
た
め
の
算
段
を
つ
け
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
サ
ア
デ

ィ
ー
を
ハ
ン
バ
ル
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
し
た
。
イ
ブ
ン
・
イ

ヤ
ー
ス Zayn 

（Shihāb

） al-D
īn M

u ḥam
m

ad ibn Iyās

（
八

五
二
～
九
三
〇
年
頃
／
一
四
四
八
～
一
五
二
四
年
頃
）
に
よ
れ
ば
、

「
当
時
ハ
ン
バ
ル
派
に
属
す
る
者
た
ち
の
な
か
で
サ
ア
デ
ィ
ー
よ

り
優
れ
た
人
物
は
い
た
が
、
諸
運
は
異
な
っ
て
い
た
」。
大
多
数

の
人
々
は
、「
髭
に
白
髪
が
み
ら
れ
な
い
」
若
輩
の
サ
ア
デ
ィ
ー

に
は
過
ぎ
た
る
待
遇
と
考
え
て
お
り
、
当
時
の
詩
人
た
ち
は
彼
の

抜
擢
を
揶
揄
し
た
と
い（
う
）
30

。

　

こ
の
記
述
は
、
同
派
ウ
ラ
マ
ー
に
適
任
者
が
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
前
任
者
と
近
し
い
立
場
に
あ
っ
た
若
手
を
起
用
す
る
と
い

う
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
意
向
が
学
派
の
総
意
に
優
越
し

六
五
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た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー

ン
が
、
ハ
ン
バ
ル
派
に
加
え
、
マ
ー
リ
ク
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
判

決
を
覆
す
政
治
力
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
八
七
七
年
ズ
ー･

ア
ル
＝
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
／
一
四
七
三
年
四
―
五
月
、
カ
イ
ロ
の
主
要

ウ
ラ
マ
ー
を
二
分
し
た
イ
ブ
ン
・
ア
ル
＝
フ
ァ
ー
リ
ド
論
争
に
お

い
て
、
前
述
の
マ
ー
リ
ク
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
・
ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー
の

も
と
で
処
刑
の
危
機
に
立
た
さ
れ
た
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
者
ビ

カ
ー
イ
ー Burhān al-D

īn Ibrāhīm
 al-Biqāʻī

（
八
八
五
／
一

四
八
〇
年
歿
）
を
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
自
ら
の
権
限

で
助
命
し
た
こ
と
か
ら
も
伺
え（
る
）
31

。

　

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
「
彼
（
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
）
に
対

し
、
カ
ー
デ
ィ
ー
、
そ
の
他
の
役
職
に
つ
い
て
発
言
す
る
権
利
が

委
ね
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
［
自
身
］
が
任
命
を
行
な
う
よ
う
に

な
っ
た
」
と
述
べ（
る
）
32

。
官
職
の
任
免
権
は
最
終
的
に
は
ス
ル
タ
ー

ン
に
あ
っ
た
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
そ
の
意
思
決
定

に
多
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
独
自
の
権
限
で

任
免
権
を
行
使
し
得
る
立
場
に
も
あ
っ（
た
）
33

。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
は
同
時
代
の
官
僚
と
し
て
は
例
外
的
な
規
模
で
の
慈
善
事

業
を
手
掛
け
、
多
く
の
ウ
ラ
マ
ー
を
直
接
的
な
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
下

に
置
い
て
い（
た
）
34

。
そ
れ
に
加
え
、
要
職
の
任
免
が
有
力
者
に
よ
る

推
薦
や
執
り
成
し
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
時
代（
に
）
35

、
広
範
な
人
事

権
を
掌
握
す
る
こ
と
で
、
首
都
に
お
け
る
自
身
の
権
力
基
盤
の
拡

充
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
政
治
的
・
社
会
的

影
響
力
の
源
泉
は
、
第
一
に
八
九
三
／
一
四
八
八
年
に
ザ
イ
ン
・

ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
死
去
す
る
ま
で
の
二
〇
年
間
に
も
及
ぶ
カ
ー

イ
ト
バ
ー
イ
と
の
緊
密
な
主
従
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ザ

イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
に
対
す
る
数
々
の

政
治
的
執
り
成
し
を
成
功
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
は
ウ
ラ

マ
ー
や
官
僚
ら
文
民
エ
リ
ー
ト
の
み
な
ら
ず
、
マ
ム
ル
ー（
ク
）
36

に
も

及
ん
で
い
た
。

　

そ
の
一
例
を
詳
述
す
れ
ば
、
八
八
二
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
一
五

日
／
一
四
七
七
年
一
一
月
二
二
日
、
視
察
の
た
め
ダ
マ
ス
ク
ス
に

入
城
し
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
、
同
地
の
名
士
た
ち
を
召
集
し
、

シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ン
＝
ナ
ー
ブ
ル
ス
ィ
ー Shi-

hāb al-D
īn A

ḥm
ad al-N

ābulusī

の
死
に
対
す
る
責
任
を
問
い

た
だ
し
た
。
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
父
ブ
ル
ハ
ー
ン
・

ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン Burhān al-D

īn Ibrāhīm

と
と
も
に
、
ス
ル

タ
ー
ン
個
人
の
ワ
キ
ー
ル
（
法
定
代
理
人 w

akīl al-sul ṭān

）
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ダ
マ
ス
ク
ス
と
カ
イ
ロ
に
お
け
る
財
貨
徴
収
に

携
わ
り
、
八
八
一
／
一
四
七
六
年
に
は
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
＝
デ

ィ
ー
ン
の
過
酷
な
取
り
立
て
が
原
因
で
、
彼
の
殺
害
を
目
的
と
し

六
六
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た
ダ
マ
ス
ク
ス
市
民
に
よ
る
暴
動
が
生
じ
て
い（
た
）
37

。
こ
の
際
尋
問

を
受
け
た
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル
＝
ジ
ャ
イ
シ
ュ
、

ム
ワ
ッ
フ
ァ
ク
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ア
ッ
バ
ー
ス
ィ
ー 

M
uw

affaq al-D
īn al-ʻA

bbāsī al- Ḥam
aw

ī

（
八
九
一
／
一
四

八
六
年（
歿
）
38

）
と
商
人
の
ク
ト
ゥ
ブ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝

ハ
ラ
ビ
ー Q

u ṭb al-D
īn al- Ḥalabī

（
九
〇
〇
／
一
四
九
五
年（
歿
）
39

）、

ナ
ジ
ュ
ム
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝
ハ
イ
ダ
リ
ー N

ajm
 al-D

īn 
A
ḥm

ad al-K
hay ḍarī

（
八
六
二
／
一
四
五
七
―
五
八
年（
生
）
40

）
に

対
し
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
死

に
至
っ
た
こ
と
を
激
し
く
叱
責
し
た
上
、
関
係
者
全
員
の
殴
打
を

命
じ
た
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
御
前
に
ひ
れ
伏
し
、

タ
ー
バ
ン
を
外
し
て
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
手
に
接
吻
し
た
と
こ
ろ
、

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
全
員
に
対
す
る
命
令
を
撤
回
し
た
と
い（
う
）
41

。

結
　

一
五
世
紀
の
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
が
歴
史
叙
述

に
も
た
ら
し
た
影
響
を
分
析
し
た
ブ
ロ
ー
ド
ブ
リ
ッ
ジ
は
、
マ
ム

ル
ー
ク
朝
期
の
ウ
ラ
マ
ー
の
多
く
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
や
ア
ミ
ー
ル

と
の
相
互
依
存
的
関
係
の
只
中
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い（
る
）
42

。
ウ
ラ

マ
ー
は
個
人
的
、
職
業
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
織
り
な
す
密
な
る
網

の
目
、
す
な
わ
ち
有
力
者
に
よ
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
と
そ
れ
を
め
ぐ

る
競
合
の
中
で
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
獲
得
の

可
否
が
ウ
ラ
マ
ー
の
物
質
的
・
経
済
的
成
功
を
左
右
し
た
と
い
う

結
論
に
何
ら
異
論
は
な
い
。
だ
が
そ
こ
で
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い

た
の
は
ウ
ラ
マ
ー
と
マ
ム
ル
ー
ク
の
関
係
で
あ
り
、
パ
ト
ロ
ネ
ー

ジ
の
主
体
、
客
体
を
問
わ
ず
、
官
僚
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
十
分

な
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ（
た
）
43

。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
マ
ム

ル
ー
ク
朝
期
の
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
が
宗
教
施
設

の
建
設
な
ど
を
通
じ
た
職
位
（m

an ṣab

）
の
提
供
を
中
心
に
論

じ
ら（
れ
）
44

、
か
つ
軍
人
及
び
そ
の
家
族
が
施
設
寄
進
者
の
大
半
を
占

め
て
い
た
こ
と
で
、
規
模
や
数
で
劣
る
文
民
行
政
官
に
よ
る
寄
進

が
軍
人
の
縮
小
版
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
よ（
う
）
45

。

だ
が
、
元
は
外
来
の
非
ム
ス
リ
ム
で
一
代
限
り
の
権
力
者
で
あ
っ

た
軍
人
と
、
官
僚
、
す
な
わ
ち
世
代
交
代
を
前
提
と
し
た
土
着
の

有
力
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
論
理
や
在
り
方
を
同
列

に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
パ
ト

ロ
ネ
ー
ジ
は
、
寄
進
・
善
行
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
職
や
手
当
の

支
給
の
み
な
ら
ず
、
職
の
斡
旋
や
減
刑
の
請
願
な
ど
の
執
り
成
し

を
通
じ
て
も
及
び
得
た
。
そ
れ
が
軍
人
の
み
な
ら
ず
官
僚
に
よ
っ

て
も
担
わ
れ
て
い
た
点
に
、
十
分
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　
「
夢
」
を
見
た
と
い
う
三
人
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
い
ず
れ
に
つ

六
七
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い
て
も
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
慈
善
事
業
と
の
直
接
的

な
関
連
性
は
確
認
さ
れ
な
い
。
だ
が
「
夢
」
の
出
現
当
時
、
ザ
イ

ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
首
都
の
各
法
学
派
に
対
し
、
大
カ
ー
デ

ィ
ー
の
任
免
権
、
そ
し
て
そ
の
決
裁
に
優
越
す
る
政
治
力
を
行
使

し
て
い
た
。
学
派
内
の
反
発
を
押
し
切
っ
て
任
命
さ
れ
た
サ
ア
デ

ィ
ー
も
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
に
対
し
て
肯
定
的
な
立
場

を
と
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
史
料
中
の
ザ
イ
ン
・
ア

ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
総
じ
て
理
想
的
官
僚
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
が
任
官
や
執
り
成
し
に
際
し
て
広
範
な
決
定
権
を
有
し
た
こ
と

が
、
同
時
代
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
る
歴
史
叙
述
や
彼
を
め
ぐ
る
人
物
描

写
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
高
位
官
僚
に
と
っ
て
、
い
か
に
多
く
の
有
力
ポ
ス
ト
に

発
言
権
を
行
使
し
得
る
か
と
い
う
問
題
は
、
婚
姻
や
経
済
的
保
護

を
通
じ
た
同
時
代
エ
リ
ー
ト
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
大
と
並
ぶ
、

自
身
の
生
存
戦
略
の
一
部
で
も
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
任

官
や
執
り
成
し
な
ど
、
文
書
史
料
の
範
疇
か
ら
外
れ
た
形
態
で
の

パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
に
基
づ
い
た
官
僚
の
人
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
総
括

す
る
に
は
、
今
後
個
別
具
体
的
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
集
積
が
必
要

と
な
る
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
影
響
力
が
同
僚
で
あ

る
他
の
有
力
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ラ
マ
ー
、
さ
ら
に
は
軍
人
に

ま
で
及
ん
で
い
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
パ
ト

六
八

ロ
ネ
ー
ジ
は
、
軍
人
か
ら
文
民
へ
と
一
方
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
文
民
か
ら
文
民
、
さ
ら
に
は
文
民
か
ら
軍
人
へ
も
及

び
得
る
よ
う
な
、
よ
り
多
面
的
か
つ
複
合
的
な
実
態
を
有
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
手
段
の
多
様

性
を
前
提
に
、
有
力
者
個
々
人
の
ネ
ク
サ
ス
を
紐
解
い
て
い
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

［
付
記
］

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
度
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
「
未
来
を
強
く
す
る

子
育
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／
女
性
研
究
者
へ
の
支
援
（
ス
ミ
セ
イ
女
性
研

究
者
奨
励
賞
）」
及
び
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文

化
研
究
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
課
題
「
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史

と
歴
史
空
間
の
可
視
化
分
析
―
デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
学
知
の
共
有
を
め

ざ
し
て
」
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
史
料
略
号
】

Badāʼiʻ
Ibn Iyās, Badāʼiʻ al-Zuhūr fī W

aqāʼiʻ al-D
uhūr,  6 vols., 

C
airo: D

ār al-K
utub w

aʼl-W
athāʼiq al-Q

aw
m

iyya biʼl-
Q

āhira, 2008.
Ḍaw

ʼ
al-Sakhāw

ī, al- Ḍaw
ʼ al-Lām

iʻ liʼl-A
hl al-Q

arn al-T
āsiʻ,  12 

vols., Cairo: M
aktabat al-Q

uds, 1935-1937.



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

六
九　
（
六
九

D
hayl R

afʻ
al-Sakhāw

ī, al-D
hayl ʻalā R

afʻ al-I ṣr aw
 Bughyat al-ʻU

-
lam

āʼ w
aʼl-R

uw
āh, Cairo: al-H

ayʼa al-M
i ṣriyya al-ʻĀ

m
m

a 
liʼl-K

itāb, 2000.
Ḥaw

ādith al-Zam
ān

Ibn al- Ḥim
ṣī, Ḥaw

ādith al-Zam
ān w

a W
afayāt al-Shuyūkh 

w
aʼl-A

qrān,  3 vols., Beirut: D
ār al-N

afāʼis, 2000.
Inbāʼ al-H

a ṣr
al- Ṣayrafī, Inbāʼ al-H

a ṣr bi-A
bnāʼ al-ʻA

ṣr, Cairo: al-H
ayʼa 

al-M
i ṣriyya al-ʻĀ

m
m

a liʼl-K
itāb, 2002.

M
ajm

aʻ
al-M

ala ṭī, al-M
ajm

aʻ al-M
ufannan biʼl-M

uʻjam
 al-M

uʻan-
w

an, 2  vols., Beirut: D
ār al-Bashāʼir al-Islām

iyya, 2011.
N

ayl
al-M

ala ṭī, N
ayl al-A

m
al fī D

hayl al-D
uw

al,  9 vols., Beirut 
and Sayda: al-M

aktaba al-ʻA
ṣriyya, 2002.

N
ujūm
Ibn T

aghrī Birdī, al-N
ujūm

 al-Zāhira fī M
ulūk M

i ṣr w
aʼl-

Q
āhira,  16 vols., Cairo: D

ār al-K
utub w

aʼl-W
athāʼiq al-Q

a-
w

m
iyya biʼl-Q

āhira, 2005-2006.
T

aʼrīkh al-Bu ṣraw
ī

al-Bu ṣraw
ī, T

aʼrīkh al-Bu ṣraw
ī, D

am
ascus: D

ār al-M
aʼm

ūn 
liʼl-T

urāth, 1988.
T

u ḥfa
al-Sakhāw

ī, al-T
u ḥfa al-La ṭīfa fī T

aʼrīkh al-M
adīna al-

Sharīfa,  2 vols., Beirut: D
ār al-K

utub al-ʻIlm
iyya, 1993.

U
nsal-ʻU

laym
ī, al-U

ns al-Jalīl bi-T
aʼrīkh al-Q

uds w
aʼl-K

halīl, 
 2 vols., A

m
m

an: M
aktabat al-M

u ḥtasib, 1973.
W

ajīz
al-Sakhāw

ī, W
ajīz al-K

alām
 fī al-D

hayl ʻalā D
uw

al al-Is-
lām

,  4 vols., Beirut: M
uʼassasat al-Risāla, 1995.

【
辞
典
類
】

E
ncyclopaedia of Islam

, Second E
dition

Bearm
an, P. (et al.), E

ncyclopaedia of Islam
, T

he Second 
Edition, Leiden: Brill, 1954-2005.

M
edieval Islam

ic Civilization
M

eri, Josef W
. (ed.), M

edieval Islam
ic Civilization: A

n E
n-

cyclopedia,  2 vols., N
ew

 Y
ork and London: Routledge, 

2006.

【
図
版
】

付
表
：「
夢
」
発
現
前
後
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
就
任
者

系
図
：
ム
ズ
ヒ
ル
家
・
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家

註（1
）　

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
経
歴
は
拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー

ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
：
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ

ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
家
系
と
経
歴
」『
史
学
』
八
三
／
二
～
三
号
、
二

〇
一
四
年
、
五
〇
～
五
八
頁
、
官
職
の
就
任
歴
は
同
七
六
～
七
九

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

七
〇　
（
七
〇

（
2
）　D

hayl R
afʻ, pp. 482-484.

（
3
）　T

u ḥfa, vol. 1, p. 36.
（
4
）　

ま
た
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
歿
後

（
八
九
三
年
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
／
一
四
八
八
年
八
月
以
後
）
も
カ
イ
ロ

の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
に
お
い
て
滞
在
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
手

当
を
受
給
す
る
な
ど
の
繋
が
り
を
維
持
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
九
〇
年
代
の
同
学
院
を
め
ぐ
り
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー

は
教
授
の
変
遷
（
例
え
ばW

ajīz, vol. 3, p. 1032, 1094

）、
滞
在

者
の
動
静
（W

ajīz, vol. 3, p. 1166

）
な
ど
を
具
に
記
し
て
い
る
。

（
5
）　D

hayl R
afʻ, pp. 469-488.

（
6
）　

ル
ウ
ヤ
ー
（ruʼyā

）
は
、
同
じ
く
「
夢
（dream

）」
を
意
味

す
る
フ
ル
ム
（ḥulm

）
や
マ
ナ
ー
ム
（m

anām

）
と
は
異
な
り
、

覚
醒
時
に
も
発
現
し
得
る
と
定
義
さ
れ
る
（K

inberg, L., art. 

“Dream
s and D

ream
 Interpretation

”, in M
edieval Islam

ic 
Civilization (vol. 1, pp. 214-216

）。

（
7
）　Frenkel, Y

ehoshua, 

“Dream
 A

ccounts in the Chroni-
cles of the M

am
luk Period,

” in Louise M
arlow

 (ed.), 
D

ream
ing A

cross B
oundaries: T

he Interpretation of 
D

ream
s in Islam

ic Land, Cam
bridge: H

arvard U
niver-

sity Press, 2008, pp. 203-204, 214. 

イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン

は
夢
判
断
学
（taʻbīr al-ruʼyā

）
を
「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
学
問
に

属
す
」
と
述
べ
る
（
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
（
森
本
公
誠
訳
）

『
歴
史
序
説
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
三
巻
、
三
二
〇
頁
）。

彼
に
よ
れ
ば
、「
夢
判
断
が
預
言
の
光
明
に
輝
い
て
い
る
学
問
で
あ

る
の
は
、
預
言
と
夢
と
が
互
い
に
関
係
が
あ
り
、
夢
が
預
言
的
啓

示
の
一
部
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
（
同
三
二
八
頁
）。

夢
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
数
学
、
法
学
、
語
源
学
、
固
有
名
詞
学

等
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
膨
大
な
知
識
を
持
つ
必
要
性
が
あ

る
と
さ
れ
た
（Fahd, T

., art. 

“Taʻbīr al-Ruʼya

”, in E
ncyclo-

paedia of Islam
, Second E

dition

）。

（
8
）　K

inberg, art. 

“Dream
s and D

ream
 Interpretation

”.

（
9
）　D

hayl R
afʻ, pp. 486-487.

（
10
）　

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
行
幸
に
随
行
し
た
ザ

イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
、
侍
医
を
伴
っ
て
よ
り
身
体
的
負
担

の
少
な
い
ナ
イ
ル
河
経
由
で
向
か
っ
た
が
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア

か
ら
移
動
で
き
な
い
ほ
ど
健
康
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
（Badāʼiʻ, 

vol. 3, p. 130; N
ayl, vol. 7, pp. 190-191

）。

（
11
）　D

hayl R
afʻ, p. 486.

（
12
）　Ibid.

（
13
）　Ibid.

（
14
）　D

hayl R
afʻ, p. 487.

（
15
）　D

hayl R
afʻ, p. 486.

（
16
）　K

inberg, art. 

“Dream
s and D

ream
 Interpretation

”.

（
17
）　

彼
女
の
「
バ
イ
サ
リ
ー
」
と
い
う
ニ
ス
バ
は
、
バ
イ
バ
ル
ス
一

世
期
（
一
二
六
〇
～
一
二
七
七
年
）
の
最
有
力
ア
ミ
ー
ル
の
一
人

で
あ
っ
た
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
バ
イ
サ
リ
ー Badr al-

D
īn Baysarī ibn ʻA

bdullāh al-Sham
sī al- Ṣāli ḥī

（
六
九
八
／

一
二
九
九
年
歿
）
に
由
来
す
る
（Ḍaw

ʼ, vol. 12, p.  25

）。
バ
イ

バ
ル
ス
の
乳
兄
弟
で
も
あ
っ
た
バ
イ
サ
リ
ー
は
、
バ
イ
バ
ル
ス
と

同
じ
く
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
ス
ル
タ
ー
ン
の
サ
ー
リ
フ
（
在
位
一
二
四

〇
～
一
二
四
九
年
）
麾
下
の
マ
ム
ル
ー
ク
と
な
り
、
バ
イ
バ
ル
ス

の
即
位
後
は
百
人
長
ま
で
昇
進
し
た
（N

ujūm
, vol. 8, p.  185

）。



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

七
一　
（
七
一

（
18
）　Ḍaw

ʼ, vol. 12, p. 25. 

ウ
ラ
マ
ー
名
家
と
し
て
の
ブ
ル
キ
ー

ニ
ー
家
は
、Petry, Carl F., T

he Civilian E
lite of Cairo in 

the Later M
iddle A

ges, Princeton: Princeton U
niversity 

Press, 1981, pp. 232-240

及
び
伊
藤
隆
郎
「
一
四
世
紀
末
～
一

六
世
紀
初
頭
エ
ジ
プ
ト
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
と
そ
の
有
力
家
系
」『
史

林
』
七
九
／
三
号
、
一
九
九
六
年
、
三
三
一
～
三
四
二
頁
で
詳
細

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）　Ḍaw

ʼ, vol. 12, p. 25.

（
20
）　

ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
経
歴
及
び
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
存
続
戦
略
に
お
い

て
彼
女
が
果
た
し
た
役
割
は
、O

ta-T
sukada, Erina, 

“The 
M

uzhir Fam
ily: M

arriage as a D
isaster M

itigation Strat-
egy

”, O
rient, 54, 2019, pp. 135-136

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）　

こ
の
ア
リ
フ
の
娘
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
妻
の
一
人

で
あ
る
ス
ィ
ッ
ト
・
ア
ル
＝
フ
ラ
フ
ァ
ー Sitt al-K

hulafāʼ

（
八

九
二
／
一
四
八
七
年
歿
）
だ
が
、
バ
ド
ル
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
と

の
間
に
血
縁
関
係
は
な
い
。

（
22
）　Badāʼiʻ, vol. 2, p. 362; Ḍaw

ʼ, vol. 9, p. 98; D
hayl R

afʻ, p. 
334; 

伊
藤
「
一
四
世
紀
末
～
一
六
世
紀
初
頭
エ
ジ
プ
ト
の
大
カ
ー

デ
ィ
ー
」、
三
三
九
頁
。

（
23
）　Badāʼiʻ, vol. 2, p. 442; Ḍaw

ʼ, vol. 9, p. 99.

（
24
）　Badāʼiʻ, vol. 2, p. 445. 

彼
の
経
歴
は
、
伊
藤
「
一
四
世
紀
末

～
一
六
世
紀
初
頭
エ
ジ
プ
ト
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
」、
三
三
八
～
三
三

九
頁
を
見
よ
。

（
25
）　Badāʼiʻ, vol. 2, pp. 445-446.

（
26
）　M

ajm
aʻ, vol. 1, p. 194.

（
27
）　

だ
が
実
際
に
は
、
こ
の
問
題
は
長
ら
く
放
置
さ
れ
て
い
た
上
、

以
後
も
何
ら
対
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
（N

ayl, 
vol. 6, pp. 429-430

）。

（
28
）　

諸
官
庁
の
書
記
や
ウ
ス
タ
ー
ダ
ー
ル
（
執
事
長 ustādār

）
を

務
め
た
イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ガ
リ
ー
ブ
の
生
涯
は
、
同
時
代

の
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
不
正
の
限
り
を
尽
く
し
て
領
民
を
苦

し
め
た
と
総
括
さ
れ
て
い
る
（Badāʼiʻ, vol. 3, p. 127; Ḍaw

ʼ, 
vol. 10, p. 192; N

ayl, vol. 7, p.  188

）。
こ
の
訴
訟
の
詳
し
い
経

緯
は
拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）：
ザ
イ

ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
公
務
と
慈
善
」

『
史
学
』
八
四
／
一
～
四
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
六
一
～
一
六
二
頁

を
見
よ
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
、
ラ

ッ
カ
ー
ニ
ー
の
両
者
を
擁
護
す
る
発
言
を
し
た
と
こ
ろ
、
カ
ー
イ

ト
バ
ー
イ
は
突
如
三
人
の
罷
免
を
告
げ
た
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝

デ
ィ
ー
ン
の
み
が
復
職
を
許
さ
れ
た
（Badāʼiʻ, vol. 3, p. 183; 

N
ayl, vol. 7, p.  293

）。

（
29
）　

イ
ブ
ン
・
ム
フ
リ
フ
の
伝
記
はḌaw

ʼ, vol. 1, p.  152

を
見
よ
。

（
30
）　Badāʼiʻ, vol. 3, pp. 64-65. 

サ
ア
デ
ィ
ー
の
歿
年
はBadāʼiʻ, 

vol. 3, p.  362

に
基
づ
く
。

（
31
）　Badāʼiʻ, vol. 3, p. 89.

（
32
）　D

hayl R
afʻ, p. 481.

（
33
）　

ウ
ラ
イ
ミ
ー M

ujīr al-D
īn ʻA

bd al-Ra ḥm
ān al-ʻU

laym
ī

（
九
二
八
／
一
五
二
二
年
歿
）
の
『
エ
ル
サ
レ
ム
・
ヘ
ブ
ロ
ン
史 

al-U
ns al-Jalīl bi-T

aʼrīkh al-Q
uds w

aʼl-K
halīl

』
に
お
い
て

は
、
各
学
派
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
を
は
じ
め
、
エ
ル
サ
レ
ム

で
も
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
広
範
な
人
事
権
を
掌
握
し
て

い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
八
八
二
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

七
二　
（
七
二

ル
＝
ア
ー
ヒ
ラ
月
／
一
四
七
七
年
九
―
一
〇
月
、
ア
ク
サ
ー
・
モ

ス
ク
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
フ
ァ
ト
フ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
＝

カ
ル
カ
シ
ャ
ン
デ
ィ
ー Fat ḥ al-D

īn A
bū al- Ḥazm

 al-Q
alqa-

shandī

（
原
文al-Q

arqashandī

）
が
就
任
し
、
ジ
ャ
マ
ー
ル
・

ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ガ
ー
ニ
ム Jam

āl al-D
īn ʻA

b-
dullāh ibn Ghānim

が
サ
ラ
ー
ヒ
ー
ヤ
学
院 al-M

adrasa 
al- Ṣalā ḥiyya

の
シ
ャ
イ
フ
に
就
任
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
斡
旋
は
ザ

イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
が
行
な
っ
た
と
い
う
（U

ns, vol. 2, p. 
 319

）。

（
34
）　

ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
の
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
経
済
的
パ

ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
諸
様
態
は
、
拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官

僚
の
実
像
（
二
）」、
一
四
八
～
一
五
六
頁
及
び
「
後
期
マ
ム
ル
ー

ク
朝
有
力
官
僚
と
聖
地
：
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ

ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
巡
礼
と
ハ
ラ
マ
イ
ン
に
お
け
る
慈
善
」『
史
学
』

八
八
／
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
三
二
～
三
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
35
）　O

ta-T
sukada, 

“The M
uzhir Fam

ily
”, p. 128.

（
36
）　

軍
人
に
対
す
る
執
り
成
し
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
八
七
五
年
ラ

ビ
ー
ウ
・
ア
ル
＝
ア
ウ
ワ
ル
月
二
九
日
／
一
四
七
〇
年
九
月
二
五

日
、
カ
ー
ヒ
ラ
の
警
察
長
官
（w

ālī

）
を
殴
打
し
た
マ
ム
ル
ー
ク

に
科
さ
れ
た
一
万
八
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
に
及
ぶ
罰
金
刑
の
再

査
定
（Inbāʼ al-H

a ṣr, p.  216

）
や
、
八
七
八
年
ズ
ー
・
ア
ル
＝

ヒ
ッ
ジ
ャ
月
／
一
四
七
四
年
四
―
五
月
、
ダ
ワ
ー
ダ
ー
ル
の
ヤ
シ

ュ
バ
ク
の
暗
殺
を
画
策
し
た
ア
ク
タ
シ
ュ al-A

q ṭash

を
腰
斬
刑

か
ら
救
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（Badāʼiʻ, vol. 3, p. 94; 
N

ayl, vol. 7, pp. 91-92

）。

（
37
）　M

ajm
aʻ, vol. 1, p. 218. 

ワ
キ
ー
ル
・
ア
ッ
＝
ス
ル
タ
ー
ン
は

ス
ル
タ
ー
ン
直
属
の
財
務
官
で
あ
り
、
売
官
や
財
産
没
収
な
ど
、

任
免
を
通
じ
た
ス
ル
タ
ー
ン
の
財
貨
徴
収
を
担
っ
て
い
た
（
五
十

嵐
大
介
『
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
財
政
と
寄
進
：
後
期
マ
ム

ル
ー
ク
朝
の
研
究
』
刀
水
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
七
頁
）。

ナ
ー
ブ
ル
ス
ィ
ー
親
子
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
前
掲
書
、
一
三
八

頁
を
見
よ
。

（
38
）　T

aʼrīkh al-Bu ṣraw
ī, p. 129.

（
39
）　T

aʼrīkh al-Bu ṣraw
ī, p.  163

に
よ
れ
ば
、
有
力
商
人
と
し
て

統
治
者
の
も
と
に
頻
繁
に
出
入
り
し
、
特
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
諸
職

保
有
者
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
と
い
う
。

（
40
）　Ḍaw

ʼ, vol. 2, p. 184. 

（
41
）　Ḥaw

ādith al-Zam
ān, vol. 1, p. 137. 

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
及
び

マ
ラ
テ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
八
八

二
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ル
＝
ア
ウ
ワ
ル
月
（M

ajm
aʻ, vol. 1, pp. 

217-219

）
も
し
く
は
ア
ー
ヒ
ラ
月
（D

aw
ʼ, vol. 1, pp. 191-

192

）
月
／
一
四
七
七
年
六
―
七
月
に
死
亡
し
た
。
こ
の
両
名
の
記

述
に
お
い
て
は
、
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
は
ス
ル
タ
ー
ン

の
命
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
後
、
自
殺
を
試
み
た
と
さ
れ
、
や
や
異

な
る
状
況
が
伝
え
ら
れ
る
。

（
42
）　Broadbridge, A

nne F., 
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ic Rivalry and the 

Patronage System
 in Fifteenth-Century Egypt: al-ʻA

ynī, 
al-M

aqrīzī, and Ibn Ḥajar al-ʻA
sqalānī

”, M
am

lūk Studies 
R

eview
, 3, 1999, p. 85.

（
43
）　

ブ
ロ
ー
ド
ブ
リ
ッ
ジ
の
議
論
で
多
用
さ
れ
る
「
マ
ム
ル
ー
ク
的

パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ M

am
luk patronage

」
と
い
う
分
析
概
念
に
お

い
て
も
、
ウ
ラ
マ
ー
に
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
得
る
主
体
に



ザ
イ
ン
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
を
め
ぐ
る
「
夢
」

）

七
三　
（
七
三

官
僚
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
44
）　Cham

berlain, M
ichael, K

now
ledge and Social Practice 

in M
edieval D

am
ascus, 1190-1350, Cam

bridge: Cam
-

bridge U
niversity Press, 1995, esp. chapter 3.

（
45
）　Broadbridge, 
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